
「
国
民
皆
保
険
制
度
」。
ち
ょ
っ
と

聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
国
民

の
誰
も
が
何
ら
か
の
公
的
医
療
保
険

に
加
入
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
す
。

こ
の
制
度
に
よ
り
、
加
入
す
る
医

療
保
険
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
全

国
ど
こ
の
医
療
機
関
で
も
窓
口
で
被

保
険
者
証(

保
険
証)

を
提
示
す
る
こ

と
で
、
同
一
の
一
部
負
担
金
で
等
し

く
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
法
で
は
、
国
民
健

康
保
険(

国
保)

は
、
市
町
村
ご
と
に

そ
の
区
域
内
の
住
民
全
て
を
加
入
の

対
象
と
し
て
運
営
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

被
用
者
保
険
な
ど
他
の
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
は
対
象
か
ら
除
外

す
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

被
用
者
保
険
と
は
、
会
社
員
な
ど

が
加
入
す
る
協
会
け
ん
ぽ
や
健
康
保

険
組
合
、
公
務
員
が
加
入
す
る
共
済

組
合
な
ど
で
、
加
入
者
の
家
族
は
被

扶
養
者
と
し
て
加
入
し
ま
す
。

高
齢
社
会
の
進
展
に
伴
う
医
療
費

の
増
加
を
受
け
、
平
成
20
年
に
医
療

制
度
が
見
直
さ
れ「
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
」が
制
定
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、
医
療
保

険
ご
と
に
医
療
費
支
出
が
大
き
い
高

齢
者
を
現
役
世
代
が
支
え
て
い
ま
し

た
が
、
新
し
い
制
度
で
は
65
歳
か
ら

74
歳
ま
で
の
人(

前
期
高
齢
者)

の
医

療
費
を
国
保
や
被
用
者
保
険
の
加
入

者
全
体
で
支
え
合
う
制
度
と
な
り
ま

し
た
。

ま
た
、
新
た
に
75
歳
以
上
の
人

(

後
期
高
齢
者)

を
対
象
と
す
る
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
制
度
が
創
設
さ

れ
、
都
道
府
県
を
単
位
と
す
る
広
域

連
合
が
運
営
主
体
と
な
り
、
社
会
全

体
で
後
期
高
齢
者
の
医
療
を
支
え
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
市
の
年
齢
別
の
医
療
保
険
の
加

入
状
況
を
見
る
と
、
60
歳
未
満
の
人

で
は
約
23
％
が
国
保
に
、
残
り
の
約

77
％
が
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い

ま
す(

図
１)

。

し
か
し
、
定
年
退
職
な
ど
で
被
用

者
保
険
を
離
脱
し
た
人
が
国
保
に
加

入
す
る
た
め
、
国
保
の
加
入
割
合
は

60
歳
前
後
か
ら
次
第
に
高
く
な
り
、

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
で
は
80
％
を
超

え
る
人
が
国
保
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
75
歳
を
境
と
し
て
、
ほ
ぼ

全
て
の
人
が
後
期
高
齢
者
医
療
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
皆
保
険
の
下
で
は
、
加
入
者

の
年
齢
や
就
労
状
況
に
応
じ
て
加
入

す
る
医
療
保
険
が
変
わ
り
ま
す
。
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本
市
で
も
、
就
職
や
退
職
に
よ
る

国
保
と
被
用
者
保
険
の
間
の
異
動
が

最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

年
齢
が
75
歳
に
到
達
し
て
国
保
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る

人
も
年
間
５
０
０
人
以
上
と
な
っ
て

い
ま
す(

表
１)

。

こ
の
よ
う
に
、
国
保
や
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
は
、
被
用
者
保
険
と
と

も
に
私
た
ち
の
生
涯
を
カ
バ
ー
す
る

医
療
保
険
で
あ
り
、
将
来
も
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
制
度
を

維
持
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
は
、

か
か
っ
た
医
療
費
の
一
定
割
合
を
法

定
給
付
と
し
て
医
療
保
険
が
負
担
し
、

受
診
し
た
本
人
は
、
残
り
の
医
療
費

を
一
部
負
担
金
と
し
て
窓
口
で
支
払

い
ま
す
。
受
診
の
際
は
、
必
ず
加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
の
保
険
証
を
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

就
職
や
転
職
な
ど
の
際
は
医
療
保

険
も
切
り
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
を
せ
ず
に
以
前
の
保
険
証
を

使
用
し
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場

合
は
、
各
医
療
保
険
が
負
担
し
た
医

療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
届
け
出

を
し
て
新
し
い
保
険
証
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
25
年
以
上
と
さ
れ
て
い

た
老
齢
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
資

格
期
間
が
10
年
以
上
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
・
共

済
組
合
な
ど
全
て
の
加
入
期
間
を
合

計
し
た
保
険
料
納
付
済
期
間
と
国
民

年
金
の
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合

算
し
た
期
間
が
、
10
年
以
上
あ
れ
ば

老
齢
年
金
を
受
け
取
れ
ま
す
。

新
た
な
制
度
で
資
格
が
発
生
す
る

65
歳
以
上
の
人
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら「
短
縮
」と
赤
字
で
印
字
さ
れ

た
黄
色
の
封
筒
で「
年
金
請
求
書
」が

送
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届
い

て
い
る
場
合
は
、
早
目
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
２
日
以
降
に
65
歳
に
な
る
人

に
は
、
65
歳
に
達
す
る
日
の
３
カ
月

前
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
緑
色
の
封

筒
で「
年
金
請
求
書
」が
送
ら
れ
て
き

ま
す
。

ま
た
、
資
格
期
間
が
10
年
に
満
た

な
い
人
で
も
、
国
民
年
金
の
任
意
加

入
や
保
険
料
の
後
納
制
度
を
利
用
し

た
り
、
合
算
対
象
期
間(

カ
ラ
期
間)

の
記
録
整
理
な
ど
に
よ
っ
て
、
年
金

の
受
給
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

60
歳
か
ら
65
歳
に
達
す
る
ま
で
の

間
は
、
申
し
出
に
よ
り
国
民
年
金
に

加
入
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
65
歳
ま
で
納
め
て

も
資
格
期
間
が
10
年
に
満
た
な
い
場

合
は
、
70
歳
に
達
す
る
日
ま
で
加
入

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

後
　
納
　
制
　
度

過
去
５
年
以
内
に
国
民
年
金
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
は
、
申
し

込
み
に
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す(

来
年
９
月
ま
で
に
限
り
ま
す)

。

合
算
対
象
期
間(

カ
ラ
期
間)

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

次
の
よ
う
な
期
間
は
、
受
給
資
格
期

間
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
昭
和
61
年
３
月
以
前
に
、
厚
生
年

金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
人
の
配
偶
者
だ
っ
た
期
間

②
平
成
３
年
３
月
以
前
に
、
学
生
だ

っ
た
期
間

③
海
外
に
住
ん
で
い
た
期
間

④
脱
退
手
当
金
の
支
給
対
象
と
な
っ

た
期
間
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国
民
皆
保
険
と
は

保
険
証
を
忘
れ
ず
に

高
齢
者
の
医
療
保
険

医
療
保
険
の
加
入
状
況

医
療
保
険
間
の
異
動

安
心
の
医
療
を
支
え
る
国
民
皆
保
険
制
度

シ
リ
ー
ズ
国
保
②

国
保
と
後
期
高
齢
者
医
療

医
療
保
険
の
中
心
を
担
う

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
年
金
係
1
内
線
３
１
３
３

誰
も
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
国
民
皆
保

険
は
、
日
本
の
医
療
を
支
え
る
基
礎
的
な
枠
組
み
と
な
る
制
度

で
す
。
そ
の
中
で
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、

被
用
者
保
険
と
と
も
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

現在使用中の保険証は、９月30日(土)まで有効です。

新しい保険証は、９月下旬までに世帯主へ郵送します。

郵送を希望しない場合は、市役所窓口で交付しますので、

９月８日(金)までにご連絡ください。

国保税を納めていない人には、納税相談を行った上で保

険証をお渡しする場合があります。

特別な事情もなく長期にわたり国保税を滞納している場

合は、短期被保険者証、または資格証明書を交付します。

短期被保険者証は、一般の保険証と同じ効力ですが、通

常１年間の有効期間が６カ月間になります。

資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることの証

明書ですが、医療機関を受診した際は窓口で医療費を一旦

10割支払う必要があります。

臓器提供意思表示と保護シール
保険証の裏面は臓器提供についての意思を記載できるよ

うになっています。希望する人には、記入した情報を保護

するシールを国保年金係窓口で配布しています。

10
年
以
上
加
入
で
老
齢
年
金
の
受
給
が
可
能
に

８
月
１
日
か
ら

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
年
金
係
1
内
線
３
１
３
７

法定給付と窓口一部負担金

※１ 現役並所得とは、課税所得が145万円(被用者保険では報酬月額が28万円)以
上で、かつ収入が複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の場合です
※２ 誕生日が昭和19年４月１日以前の人は９割給付で１割の負担

区分

義務教育就学前
就学後～70歳未満

８割
７割
７割
８割
７割
９割

２割
３割
３割
２割
３割
１割

現役並所得者※１
上記以外※２
現役並所得者※１
上記以外

70歳以上
75歳未満

75歳以上
後期高齢

法定給付 一部負担金加　入

転入

354 1,462 41 87 1,944

社保離脱 出生 その他 計

離　脱

転出

329 1,738 86 568 122 2,843

社保加入 死亡 後期加入 その他 計

10月１日から新しい保険証に
問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３４

図1 沼田市の医療保険加入状況(平成28年度末)

市民課からのお知らせ

表1  平成28年度国保加入者の異動状況 (単位:人)


